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時給 1500 円以上の最低賃金補償 ！ 
 

 今年は、４月「働き方改革」法の施行、

統一自治体選挙、夏の参議院選挙、消費税

引き上げと課題が目白押しです。 

 安倍政権は、自衛隊を明記する９条改憲

論議を推し進め、「戦争ができる国づく

り」を何が何でもやり遂げようと前のめり

になっています。 

平和・護憲運動の闘いは、労働組合の真価

もまた問われる年となるでしょう。 

 練馬地域ユニオンの課題は、練馬全労協

など地域における労働者の共闘を実現し、

市民運動とも連携して、最低賃金を引き上

げ、公共サービスの充実など、職場と地域

を結び付けて大衆運動をつくることです。 

 そして、安倍首相の９条改憲を阻止する

運動を担い、統一自治体選挙、参議院選挙

を闘い、立憲野党の躍進を勝ち取り、安倍

政権を退陣させることです。 

 日本の現状は、2008 年リーマンショック

以降、貧困と格差拡大が 10 年も続き労働者

の暮らし向きは一向に良くなりません。ア

ベノミクスの６年は失敗におわり、ＧＤＰ

の成長率はわずかに１.２％にとどまってい

ます。国民の実質所得は減少し、増えたの

は低賃金で不安定な非正規雇用です。安倍

政権による社会保障の連続改悪で将来不安

が高まり、可処分所得から消費にまわす割

合（消費性向）が下がり、エンゲル係数は

急上昇し、食べるのに精いっぱいという状

態です。一方、大企業には大きな恩恵をも

たらしました。法人企業の経常利益は１.７

倍に膨れ上がり株主配当、役員配当、内部

留保金の増大となって現れています。 

 こうした状況を打開するには、労働組合

の果たすべき役割が大きいのですが、結成

30 年を迎えた「連合」のたたかいはどうで

しょう。 

 全労協は、小さいながらも「８時間働け

ば暮らせる社会を！ 大幅賃上げを勝ち取

ろう！」との 19 春闘方針を掲げ、闘い準備

を進めています。 

 具体的には、①どこでも誰でも月額 20 万

円以上、時給 1500 円以上の最低賃金補償。

②非正規労働者の差別反対、均等待遇の実

現。外国人労働者の処遇改善（入管法改悪

反対、技能実習制度の廃止）等要求実現を

目指しています。 

 練馬ユニオンへの労働相談も、「就業規

則も知らない、時給がいくらかもはっきり

しない、契約書もあるか分からない」「シフ

ト勤務を削減された、一方的な配転を受け

た」等、中小未組織の労働者から様々な問

題が持ち込まれます。会社側は代理人（ほ

とんどは弁護士）を立て、不誠実対応が多

くなっているのが特徴的です。今後ともユ

ニオン運動への期待は大きくなるでしょう。 

 練馬地域ユニオンは、地域にしっかり根

を広げ大衆運動の一端を担っていく方針で

す。 

共に団結して前に進みましょう。 

 

編集発行 ： 練馬ユニオン編集委員会 
連絡先 ： 練馬区 練馬１－１６－１６－１０１ 

サポートねりま内 
          TEL  ０３-３９９４-２０８８ 
Ｅ-mail ： support＠nerimaunion．org 
HP : www.nerimaunion.or/ 
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私たちの働く職場 練馬区の図書館を守りたい！ 

「図書館司書のストライキ」を掲げて 
練馬区立図書館専門員労働組合 

 練馬区立図書館専門員労働組合（以下専門員

労組）は練馬区立図書館で働く非常勤職員の図

書館専門員、主任図書館専門員 57 名の組合です。

区の5年雇用止や民間委託方針による雇用や働

き方に関わる攻撃にこれまでも度々さらされて

きました。その結果現在は練馬区立図書館12館

の内９館は民間の指定管理者制度による民間の

運営に移り、残りの直営３館のうち２館に配置

されています。 

 2018年7月に練馬区は常勤職員が勤務する石

神井図書館と図書館専門員が配置されている練

馬図書館の両館に指定管理者制度を導入する提

案をしてきました。 直営３館による現行の運

営体制は、練馬区立図書館に指定管理者制度を

導入するに際して、行政が責任を持って図書館

運営を行うために不可欠なものとして区が提示

したものです。それにも関わらず、現行の運営

に何ら問題はないとしながら「民間でできるも

のは民間でが区の方針」「当時とは時代が変わっ

た」と、「練馬区の図書館はこれではダメになっ

てしまう」という専門員労組の根拠を示した主

張にまっとうに答えませんでした。 

 とりわけ争点になったのは、図書館専門員の

「スキルに引き続き期待する」としながら、そ

のスキルアップを図るために不可欠な利用者と

の接点の場であるカウンター業務から図書館専

門員を排除するということにありました。直営

のままの光が丘図書館はカウンターが既に民間

委託されています。指定管理館の運営状況を区

としてチェックするモニタリングも、区立図書

館として水準の統一を図るためのマニュアル作

成も現場を知らなければできません。今回の問

題の一つはこうした練馬区の図書館の今後のあ

り方に関わる点でした。 

 もう一つは雇用の問題です。区は解雇をしな

いと言いつつ、提案は公立図書館で働くことを

させない提案でした。図書館専門員は公立図書

館で働くために図書館専門員になったのですか

ら他の非常勤職へ回すことは解雇そのものです。。

これまでは民間委託の拡大はあっても図書館で

働くことだけは残りました。そのため不満でも

妥協できたのですが今回は専門員労組にとって

後がないものになりました。 

 交渉が進展しない状況で専門員労組は「出来

ることは何でもしよう」と、交渉と並行し、議

会への陳情、ロビー活動、区民への働きかけな

どを行い、区に対しては専門員労組から提案撤

回要求を出し、回答しだいではストライキも辞

ないと 19 日にストライキを構え闘ってきました。 

 12月18日の組合要求の回答期限に区からカ

ウンターの必要性を認め、光が丘のカウンター

に専門員を配置するとの回答を得ました。専門

員労組はこれを一歩前進とし引き続き交渉を継

続するためストライキの延期を決定しました。

延期としたのは、この回答では全員が光が丘図

書館に行けるかは明らかにされていないからで

す。１月 21 日光が丘図書館に専門員全員を配置

する回答を得て、今後の練馬区立図書館のサー

ビス低下に一定の歯止めをかけられる道筋をつ

けられると判断し石神井、練馬両図書館への指

定管理者制度導入提案に対して断腸の思いで妥

結しました。（文責 三澤） 
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練馬地域ユニオン労働相談からまなぶ 10 
☆労働相談：時間外労働と割増賃金について。 

変則勤務であるが所定労働時間以上に勤務している日もある、また午後 10 時以降の勤務も

あり割増賃金が発生しているのではないでしょうか。 

 

☆回答：割増賃金が必要な場合 

 使用者が労働者を 

①法定労働時間を超えて働かせたとき（時間外労働）、②法定休日に働かせたとき（休日労働）、➂午後

10 時から午前 5 時までの深夜に働かせたとき（深夜労働）には、政令で定められた割増率で計算した割増

賃金を支払わなければなりません。（労働基準法第37条第1項・第4項） 

 法定労働時間までの法内残業に対しては（例えば、所定労働時間が７時間であるときの、１時間の所定

外労働）、割増賃金の支払いは労基法が強制するわけではなく、使用者の自由に任されています。その扱

いは就業規則等の定めに委ねられますが、実際には割増賃金が支払われることが多いようです。 

 タイムカード等の勤務時間の記録をみて時間外労働時間を確認してください。

 

1.割増賃金の算定 

割増賃金は、「通常の賃金」（所定労働時間1時間当たりの賃金）に時間外労働等の時間数を乗じて得た

金額に、割増率（時間外労働、深夜労働は２割５分以上、休日労働は３割５分以上）を乗じて計算されま

す（労基法 37 条１項、４項、労基則 19 条）。時間外労働が深夜労働に重なる場合は、その部分は５割増

以上になります。休日労働が８時間を超えても３割５分増し以上のままですが、深夜労働と重なる場合は

６割増以上となります。（労基則20条） 

 

2.使用者の残業時間把握義務 

労働基準法が、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適

正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有しているとされています。 

参考資料 「東京都労働相談情報センター 使用者のための労働法」 
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健
康
な
血
管
を
保
と
う 

「人
は
血
管
と
と
も
に
老
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
血

管
の
状
態
は
こ
れ
ま
で
の
生
活
習
慣
な
ど
に
影
響
を
受
け
変
化
し
て
い

き
ま
す
。
健
康
な
血
管
は
あ
る
程
度
し
な
や
か
で
す
が
、
加
齢
と
と
も

に
弾
力
を
失
い
動
脈
硬
化
が
進
み
、
血
管
内
が
狭
く
な
る
こ
と
で
高
血

圧
や
心
臓
病
な
ど
の
循
環
器
疾
患
の
リ
ス
ク
が
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
健
康
な
血
管
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
、
日
常
生

活
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
予
防

・
対
処
法
に
つ
い
て
取
り
上
げ

て
い
き
ま
す
。 

血
管
は
外
膜

・
中
膜

・
内
膜
の3

層
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
外
膜
は

血
管
壁
を
外
部
か
ら
保
護
し
て
お
り
、
中
膜
は
血
管
壁
の
収
縮
や
拡
張

を
支
え
る
筋
肉
で
で
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
内
膜
は
内
皮
細
胞
と
い

う
部
分
か
ら

「
一
酸
化
窒
素
」
を
産
生
し
て
放
出
し
ま
す
。 

一
酸
化
窒
素
は
、
血
管
の
内
皮
細
胞
で
作
ら
れ
る
ガ
ス
状
の
気
体

で
、
英
語
に
訳
し
た
言
葉

（

nitricoxide

」
の
頭
文
字
を
と
っ
て
NO

（
エ
ヌ
オ
ー
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
血
管
を
柔
ら
か
く
し
拡
張
さ
せ
血

栓
の
予
防
や
動
脈
硬
化
を
抑
制
す
る
働
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
NO

は
、
年
齢
と
と
も
に
生
産
量
が
減
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
運
動
に
よ
っ
て
内
皮
細
胞
の
機
能
が
高
ま
り
分
泌
量
が
増
加
さ

せ
る
こ
と
が
可
能
と
の
研
究
結
果
も
あ
り
ま
す
。 

運
動
の
種
類
や
強
度
と
し
て
は
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

（早
歩
き
）
や
軽

い
ジ
ョ
ギ
ン
グ
な
ど
少
し
汗
ば
む
け
れ
ど
き
つ
す
ぎ
な
い
、
中
程
度
の

強
度
で
の
有
酸
素
運
動
が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
目
安
と
し
て

１
日
30
分
程
度
、
週
３
回
ぐ
ら
い
を
継
続
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

一
見
す
る
と
少
し
大
変
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま

と
め
て
30
分
続
け
る
必
要
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
買
い
物
に
出
か
け
る

と
き
や
通
勤
の
際
の
移
動
を
早
足
で
行
え
ば
、
十
分
良
い
運
動
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
一
般
的
に
見
て
高
血
圧
な
ど
の
疾
患
を
持
っ
て
い
る
人

で
も
、
安
全
に
行
え
る
強
度
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
寒
い
日
が
続
き
、
血

圧
が
気
に
な
る
季
節
で
す
、
血
管
の
健
康
を
保
ち
た
い
方
は
日
頃
か
ら

意
識
し
て
取
り
入
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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２０１９年２月１２日 開催 

 “図書館司書のストライキ”を掲げて 

 練馬区立図書館専門員労働組合経過報告会での宣言 

 

 

 

 

 

 

 


